
議案第３ ６そ

ひた ちな か市 職員 の育 児休 業等 に関 する 条例 の一 部を 改‾をす る条例

制定について

ひた ちな か市職員 の育 児休 業等 に関 する 条例 の一 部を ａｊミす る条 例を Ｗ叺のとお

り制 定す る。

令和 ４年　 ３大１　 ２日　 を范

令和　 年　　 大丿　　 日　 議決

ひた ちな か市長　 大　谷

１

明



ひた ちなか市条例第　　号

ひた ちな か市職員 の育Ｗ休 ・等 に関 する 条Ｍ の一部を 改‾をす る条Ｍ

ひた ちな か市職員 の育児休業等 に関する 条例 （平成６ 年条例第 ３０ そ） の一部を

次の よう に改 ｊＥ する。

第２ 条第 ３そ ア（ ア） をＭ り， 回そ ア（ イ） 中［ 特定 職に り｜ き続 き］ を「 り｜ き続

いて任命権者 を回 じく する 職（ ａ下 ［特 定職］と いう 。） に」 に改 め， 同号 ア中 （イ）

を（ ア） とし ，（ ウ） を（ イ） とす る。

第９ 条の ９第 ２号 中「 次の いず れに も該 肖す る」 を「 勤務 日の 日数 ‾反び勤 務日ご

との 勤務時回 を考慮し て規ｍで 定め る」 に改 め， 回号ア八 びイ を削 る。

第１ ３条 を第 １５ 条と し， 第１ ２条 の次 に次 の２ 条を加え る。

（妊 娠又 は出 産等 につ いて の申 出が あっ た場 合に おけ る措 置等）

第１ ３条　任命 権者 は， 職員 が肖 該任 命権 者に 夕Ｉ し， 肖該 職員 又は その Ｓａ 者が妊

娠し ，又 は出 産し たこ とそ の他 これ に準 ずる 事実 を申 し出 たと きは ，肖 該職 員に

対し て， 育児 休業 に関 する 制度 その 他の 事項 を加 らせ ると とも に， 育児 ４本 業の承

認の 請求 に係 る肖 該職員の 意［ａ］ を確認す るた めの Ｓ談 その 他の 措置 を講 じな けれ

ばな らな い。

２　 任命 権者 は， 職員 が前 癢の 規ｔ によ る申 １１ をし たこ とを Ｊｑｌけ１と して ，鳬 該職員

が荐利益 な取 扱い を受 ける こと がな いよ うに しな けれ ばな らな い。

（勤 務環 境の ９Ｅ 備に 関す る措 置）

第１ ４条　任命 権者 は， 育児休業 の承 認の 請求 がＦｌｊ 滑に 行わ れる よう にす るた め，

次に掲げる措置を講じ なければなら ない。

（１ ）　 職員 に対する 育児休業 に係 るＭ修の実施

（２ ）　 育児 ｊｆ本業 に関する 相談体制 の整備

（３ ）　 その 他育 児休 業に ｇる 勤務 環境 の整 備に 関す る措置

付　則

この 条例 は， 令和 ４年 ４Ｊ］１ 日か ら施 行す る。

２



こ心

参考資料

ひた ちな か市職員 の育児休業等 に関する 条Ｍ新｜日対照表 Ｎ０ ．１

旧 新 備考

（育児休業をする こと ができない職員）

第２ 条　育児休業法第 ２条第１ 項本ズの条例で定める職員は， 次に掲げる職員

とす る。

（１ ）・ （２ ）　略

（３ ）　 次のいずれかに該售する非常勤職員な外の非常勤職員

ア　 次の いずれに も該 售す る非常勤職員

立し　仕合権者夊回工く する職（八下 「特定職」と いう 。） に９、Ｌ
き続き在職した期間が １年罧上である非常勤職員

（ィ ）　 その養育する 子（育児休業法第 ２条第１ 項に規定する 子を
－

いう 。以下同 じ。 ）が １歳 ６か ＪＩ に速する 目（以下 「１ 歳６

かｙＶ鴉速目 」と いう 。） （第 ２条の４ の規定に該售する場合

、　 にあ って は， ２歳 に速する 目） まで に， その任期 （任期が ‾ｔ

新さ れる 場合 にあ って は， 更新後の もの ）が満了 する こと八

び特定職 にり ｜き 続き 採丿干ｊ され ない こと が明 らかでな い非常勤

職員

（ウ）　略
－

ィ・ ウ　略

（部分休業をする こと がで きな い職員）

第９ 条の ９　 育児休業伍第 １９ 条第 １項の条例で定める職員は，次に掲げる職

員と する。

（１ ）　略

（２ ）　 次の いずれに も該 售す る非常勤職員 八外 の非常勤職員 （ｔ方な務員

法第 ２８ 条の ５第 １項 に規定す る短時間 勤務 の職 を占 める 職員 （罧下

「再任ＪＩ短時間勤務職員等」 とい う。 ）を除く 。）

ア　 特定職に 草き 続き 在職 した期間 が１ 年勁、上 であ る非常勤職員
－

ィ　 勤務 ロの 口数Ｒび勤務 目ご との 勤務時間 を考慮し て規則で定める
一

非常勤職員
一一一

（部分休業の承認の取消事 日１）

（育児休業をする こと がで きない職員）

第２ 条　育児休業法第 ２条第１ 項本夕の条Ｍで定める職員は， 次に掲げる職員

とす る。

（１ ）・ （２ ）　略

（３ ）　 次の いずれか に該 售す る非常勤職員な外 の非常勤職員

ア　 次のいずれに も該当する非常勤職員

立し　その襄育する 子（育児湊業羝第 ２条第Ｘ 犧に規定する 子を

いう 。以下同 じ。 ）が １歳 ６か ＪＩ に達する 日（八下 「１ 歳６

か大丿到 達日 」と いう 。） （第 ２条 の４ の規定に該当 する 蘓合

にあ って は， ２歳に達する 日） まで に， その任期 （任期が １が

新さ れる 場合 にあ って は， ｊｌ 新後 のも の） が満 了す るこ とｊ１

びり １き 続い て任命権者を 回じ くす る職 （ぷ 下「 特定職」 とい

う。 ）に採ＪＩさ れないこ とが回ら かでない非常勤職員
－

（ィ ）　略
－

ィ・ ウ　略

（部分休業をする こと がで きな い職員）

第９ 条の ９　 育児休業伍第 １９ 条第 １項の条叭で定める職員は，次に掲げる職

員と する。

（１ ）　略

（２ ）　 勤務 日の 日数八び勤務 日ご との 勤務 時間 を考慮し て規則で 定め る非
－

常勤職員な外の非常勤職員 （地方価務員法第 ２８ 条の ５第 １項に規定

する短時間勤務の職を占める職員（な下 「肖任用短時間勤務職員等」

とい う。 ）を除く 。）

（部分休業の承認の取消事 ぽ１）



－
４

ＮＯ ２

旧 新 備考

第１ ２条　 略　　　　　　　　　　　　　　　 ｀ヽ

へ

（委任）

第１ ３条　 略　，
一一一

１

第１ ２条　略

（妊娠又 は出産等 につ いて の申 出が あっ た場合に おけ る措置等）

第１ ３条　 任命権者 は， 職員が萢該任命権者に対し，售該職員又はそ のｉａＳ者

ミ

゛が妊娠 し， 又は出産 した こと その他これに準ずる事実を申し出た とき は、肖

該職ほに対して， 育児休業に関する制度その他の事項を知 らせると とも に．

育児休業の承簒の請求に係 る售該職員の意向 を確おす るた めの面談その他の

攪置紮講 じな ければな らな い。

２　 任命権者は， 職ほが前項の規定によ る申 出を した こと をミ包と して，肖該
４

職員が不利益な取扱いを受ける こと がないよ うに しなければな らない。

皿関す措置）
第１ ４条　任命権者 は， 育児休業の承認の請求がＦ］滑に行われ るよ うにするた

ぎし あこ掲げ る措ほを ほじ なければなら ない。

（１ ）　 昜亘隹対する育え休業にィ奉る研きの実施
（２ ）　 育児休業 に関する 相談体鼈の整備

（３ ）　 その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

（委任）

第１ ５条　略
一一


